
印紙税の基本
～事例で学ぶ実務対応～

セミナー番号：21230829 ［大阪開催］

１ 印紙税とは

２ 課税範囲等

(1)課税文書とは

(2)課税文書に該当するかどうかの判断

(3)他の文書を引用している文書

(4)原契約の内容の変更

(5)申込書、注文書等

(6)文書の所属の決定

(7)記載金額

(8)納税義務者

３ 納税地等

(1)納税地とは

(2)印紙税の納付方法

(3)印紙税の還付等

４ 課税文書の内容（誤りやすい事例）

(1)賃貸借契約書

(2)業務委託契約書

(3)変更契約書

(4)売買基本契約書

(5)保守契約書

(6)海外で作成される契約書

(7)その他

５ 印紙税調査

(1)印紙税調査の現状

(2)印紙税調査の方法

(講義時間：約３時間)

――国税局にて印紙税の実務に関与されていた講師を迎え、印紙税の基本について整理するとともに、とくに間

違いやすい印紙税の実務について具体的なケースを紹介しながら、実務対応上の留意点について解説。

◇本セミナーは収録動画配信は実施いたしません【会場限定開催】◇

● 開催日程：2023年８月2９日（火）14時～17時

● 開催場所：リファレンス大阪駅前第4ビル貸会議室（大阪府大阪市北区梅田1丁目11－4 大阪駅前第4ビル23F）

● 定 員：25名（先着順）

● 申込期限：202３年８月28日（月）

● 受講料（１名分）：33,000円（税込）

※受講制限のお知らせ：法律事務所にご所属されている方の受講はご遠慮いただきたく、あしからずご了承下さい。

※お申込み方法等は、裏面をご覧下さい。

主要講義項目

開催の要領

商事法務ビジネス・ロー・スクール 有料セミナーのご案内

●講師紹介● 山端美德（やまはた よしのり） 税理士・行政書士（山端美德税理士事務所・行政書士事務所）

国税庁長官官房事務管理課、東京国税局課税第二部調査部門（間接諸税担当）、同消費税課諸税係長な

どを歴任。2008年退官、神奈川県相模原市で税理士登録。2010年ファイナンシャルプランナー登録（AFP）、

行政書士登録。主著に本セミナーのテキストでもある『間違うと痛い!! 印紙税の実務Ｑ＆Ａ〔三訂版〕』

（2021年、大蔵財務協会発行）のほか、『文書類型でわかる 印紙税の課否判断ガイドブック〔新版〕』

（2020年、清文社発行）等がある。



■受講のお申込みは、下記ＱＲコードのご案内画面からＷＥＢ上にてお申し込みいただくか、下記申込書に必要事項をご記入のう

えＦＡＸ・郵便にてご送付ください。お申込みの受付後、請求書を郵送いたします。

■受講料は、ご送付する請求書に従って、お振込み下さい。特にお申出のない限り、銀行の受領証をもって領収証にかえさせてい

ただきます。なお、「振込手数料」等は、ご負担くださいますようお願いいたします。

■受講料の払い戻しはいたしませんので、ご都合の悪い場合は、代理の方のご出席をお願い申し上げます（この場合は、必ず事前

に下記「申込先」までご連絡下さい）。

■会場での録音・撮影、パソコン・携帯電話の使用はご遠慮願います。

■ご記入の個人情報は、弊社の「個人情報保護方針」(https://www.shojihomu.co.jp/p005)に従って適切に取り扱います。

■反社会的勢力と判明した場合には、セミナーの受講をお断りいたします。

■講義内容等または主催者の都合により、受講資格を制限させていただき、受講のお申込みをお受けできない場合がございます。

■新型コロナウイルス、インフルエンザ等の市中感染状況や感染症蔓延防止のための政府方針、また天変地異の発生等の諸事情に

よりセミナーの開催・配信を中止・延期する場合がございます。

■申込先 〒103-0027 東京都中央区日本橋３－６－２（日本橋フロント３階）

株式会社商事法務ビジネス・ロー・スクール（ＵＲＬ: https://www.shojihomu.co.jp/）

電話：03（6262）6761（ダイヤルイン） Ｅメール: law-school@shojihomu.co.jp

お申込要領・ご注意事項

〈有料セミナー〉受講申込書
株式会社 商事法務 行 申込日:2023年 月 日

FAX. 03-6262-6802

●お申込欄中、※印の部分は必須でご記入願います。

講座名：『印紙税の基本～事例で学ぶ実務対応～（大阪開催）』（受講料：33,000円（税込）１名分)

◆印紙税の取扱いについては、そもそも課税文書とはどのような文書をいうのか、またどのような場合にどのような文書が課税文書に該当

するのかなど、基本的な理解とその全体像を把握することなく、“従前どおり”として判断しているのが実情ではないでしょうか。

◆一般的には「契約書には収入印紙を貼らなければならない」という意識はあるものの、契約書（文書）に応じて印紙税額が異なることから、

実は誤った対応をしているケースや、作成される通数も膨大な数であることにより、結果として多額の過怠税が追徴されるケースも少な

くなく、作成段階においていかに対応していくかが最も重要となります。

◆そこで、本セミナーでは、契約書等多くの文書業務を担当する総務部門、法務部門の方々を対象に、改めて印紙税の基本について整理

するとともに、実務対応上の留意点について解説いたします。

◆講師には、国税局にて印紙税の実務に関与されていた山端美德税理士を迎え、とくに間違いやすい印紙税の実務については具体的な

ケースを紹介しながら、課税対象の判断基準のほか、印紙税調査の実情についても解説していただきます。

※テキストとして『間違うと痛い!! 印紙税の実務Ｑ＆Ａ〔三訂版〕』（2021年、大蔵財務協会発行・定価1,200円（税別））を配布（無料贈呈）

いたします。

※本セミナーは収録動画配信は実施いたしません。会場受講限定となります。

※法律事務所に所属されている方の受講はご遠慮いただきたく、あしからずご了承下さい。

切り取らないでください

講座開設の趣旨

※
社

名

※
住

所

（〒 － ）

※部署名：

業 種： ※TEL. － －

※受 講 者 名 ※受講者のＥメールアドレス
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郵送希望
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(注)本｢受講申込書｣ご記入の連絡先に、今後のセミナー案内等をすることを希望される方は、○で囲んで下さい。↑

本セミナーの
ＱＲコード →


